
高齢者向け事業

18歳未満者向け事業

18歳以上向け事業

都道府県 事業名 対象者
障害者手帳

所持者
所得制限 申請要件 補助内容 備考

子どもの補聴器等購入補助 18歳未満難聴児 × あり

治療で改善見込みない。いずれかの耳

の平均聴力レベルが30㏈以下。補聴器

の使用で言語習得等の効果が認められ

る者

原則1個（片耳分）医師が認めた場

合2個。市民税非課税世帯・生保世

帯：0円、市民税課税世帯：助成基

準額の1割

4/1/2014

赤井川村高齢者補聴器購入助成金交付65歳以上 ×
費用の50％最大3万円。導入前

に申請。

補装具交付(補聴器) 70歳以上 × 非課税 両耳の聴力損失 約40デシベル以上 現物交付のみ

難聴字児補聴器購入助成（

実施主体は市町村）
18歳未満 × 世帯の市町村民税所得割額46万円以

上は対象外。生保は保護法対応

両耳聴力30ｄｂ以上で、身障手帳の対

象とならないこと。ただし医師が認め

た場合30db未満も対象。医師が言語習

得上期待できると判断した者。

負担割合県1/3、市町村1/3、本人1/3。
　軽度・中等度基準価格43,200円、耳

掛け型52,900円　～骨伝導式眼鏡型127
,200円を基準額として補助

耐用年数原則5年

原則1割自己負担

秋田県
難聴字児補聴器購入費助成

（実施主体は市町村）
18歳未満

世帯の市町村民税所得割額46万円以

上は対象外。生保は保護法対応

両耳聴力30ｄｂ以上70ｄｂ未満で、身

障手帳の対象とならないこと。ただし

医師が認めた場合30db未満も対象。医

師が言語習得上期待できると判断した

補聴器購入費用（本体・電池・

イヤーモールド）、および修理

費用の1/3を市町村に交付

全難聴調査による

全難聴調査による

山形県 全難聴調査による

福島県
軽度・中等度難聴時児補聴

器購入費助成
18歳未満 ×

世帯の市町村民税所得割額46万円以

上は対象外。他の法令に基づき補聴

器助成を受けている者は除外

両耳聴力30ｄｂ以上70ｄｂ未満で、身

障手帳の対象とならないこと。ただし

医師が認めた場合30db未満も対象。医

師が言語習得上期待できると判断した

基準額の範囲内で購入費用の2/
3助成

軽度・中等度難聴時児補聴

器購入費助成（実施主体は

市町村）

18歳未満 あり

概ね65歳
以上

一側耳の聴力レベル、55デシベル以上90デ
シベル未満、他側耳の聴力レベル55デシベ
ル以上70デシベル未満で、専門医師により
補聴器の使用が必要と認められた方

所得税額が15000円未満で4段階で事故

負担額が0円から26400円に分かれる

75歳以上 生活保護か非課税

６５歳以上で要介護認定または要支援

認定を受けているか、介護予防・日常

生活支援総合事業の対象者を含む。）

で、医師の判定を受けた方も可

集音器は助成の対象外

茨城県
白内障補助眼鏡・補聴器購

入費等助成
65歳以上 × 購入費の 1/2 以内で 限度額 10,000 円 

・１人 1 回１台のみ

群馬県 全難聴調査による

軽・中等度難聴者補聴器購

入費助成
18歳以上

1. 
両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベ

ル以上の方　2.医師に補聴器の装用が

特に必要と判断された方

購入費用の2分の1。30,000円上限。修理・
部品交換は対象外。原則5年間再申請でき
ない

栃木県

栃木県

新潟県

・栃木県宇都宮市

・栃木県足利市

・茨城県古川市

・新潟県阿賀野市

・札幌市

・北海道赤井川村

・北海道北見市

・岩手県遠野市

北海道

岩手県

岩手県

宮城県

仙台市

・岩手県大船渡市

福島県本宮市

山形県

群馬県

自治体名

宮城県

補聴器に関する助成事業を行っている自治体
区分



都道府県 事業名 対象者
障害者手帳

所持者
所得制限 申請要件 補助内容 備考自治体名

補聴器購入費 助成
50歳以上7
4歳以下

片耳の聴力レベルが40デシベル以上、又は

医師が補聴器装用を必要と認めた方。装用

により、コミュニケーション確保について

一 
定の効果が期待できると医師が判断する方

生活保護世帯・市民税非課税世帯 
購入費の額 ５０，０００円 
市民税課税世帯 購入費の額の 1/2 
２５，０００円

難聴者補聴器購入費助成

50 歳以上 74 
歳以下のひ

とり暮らし

の方

×
生活保護世帯・市民税非課税世帯：購入費

の額 
５０，０００円　市民税課税世帯：購入費

の額の 1/2 ２５，０００円

18歳以上 ×

両耳の聴力レベルが40デシベル以上。

過去5年間に聖籠町軽・中等度難聴児

補聴器購入費助成事業による助成を受

けていない方

補聴器購入費用の1/2限度額　非課税世帯3
万円まで　課税世帯2万円まで

難聴者補聴器購入費助成

18 歳～64 
歳の両耳の聴

力が 30ｄB 
以上ある者。6
5 

生保：購入費の全額を助成 （上限 10 
万円）　村民税非課税世帯：購入費の半額

を助成（上限５万円）　村民税課税世帯：

購入費の半額を助成

（上限３万円）

2020年4月より実施

全難聴調査による

高齢者補聴器購入費用助成 65歳以上 ×
住民税非課税または生保受給者、中国

帰国者支援給付者。医師診断得られた

方、聴力40～70Db未満（両耳）

助成上限額25000円,一人一台一

回のみ、
集音器は対象外

65歳以上 × 非課税
尚且つ耳鼻咽喉科医が補聴器の使用が

望ましいと判断した中等度難聴者

上限2万円。助成は1回限り、修

理経費、付属品購入は含まず

補聴器購入アフターケ

ア証明書の提出を条件

調査中

補聴器の支給 70歳以上

現物支給2，000円
※生活保護または中国残留邦人等支援

給付を受けている方は、自己負担が生

じません。

65歳以上 × 本人非課税
介護保険料所得段階が1から5耳鼻科の医師
から本事業の基準を満たす証明を受けたか
た（中程度難聴程度）

購入費用を1台一回限り、限度額2万円

まで、補聴器本体および付属品
集音器は対象外

高齢者の補聴器購入費用助成事業 65歳以上 × 住民税非課税世帯

または生活保護受給者、中国帰国者支

援給付受給者 
耳鼻咽喉科医の診断結果（意見書）を

得られる方　（両耳の聴力レベル40db

本体および付属品の購入費用として、

25,000円を上限

集音器および故障、修理、

メンテナンスなどは対象外

高齢者補聴器購入費用助成 65歳以上 × 住民税非課税（個人）
医師の診断（500円）を受け、医師が

補聴器の必要性を認める方

2万5千円を上限として、1人1回に限り

補聴器購入費用を助成
8/3/2020

高齢者補聴器購入費助成 満65歳以上 × 本人が住民税非課税
耳鼻咽喉科医師により、補聴器の必要

性を認める意見書等を得ることができ

ること。

補聴器本体1台分の購入費用人につき2
万円以内

9/1/2020

補聴器購入費の助成
年齢制限な

し
あり

補聴器の必要性を認める医師の意見、聴力

レベルが40デシベル以上である方、扶養義

務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当

の所得基準の範囲内であること

補聴器購入費の9割を助成。た

だし、50,000円を限度

東京都

東京都

新潟県

・新潟県三条市

・東京都新宿区

・東京都豊島区

・東京都練馬区

・東京都文京区

・東京都利島村

・東京都千代田区

・新潟市見附市

・新潟県聖籠町

・新潟県刈羽村

・東京都足立区

・東京都板橋区

・東京都渋谷区



都道府県 事業名 対象者
障害者手帳

所持者
所得制限 申請要件 補助内容 備考自治体名

高齢者4補聴器の現物支給及

び購入費助成
65歳以上 × あり

所得制限　扶養親族3人以上の場合一人に

つき38万円加算　0人257万2千円、1人305
万2千円、3人343万2000円

現物支給：1人一回一台限り現物支給

　　購入補助：30000円上限支給
集音器は対象外

補聴器購入資金の一部助成 満65歳以上 本人が住民税非課税 医師が補聴器の必要性を認める方 1人一回、上限2万円

補聴器購入資費助成 満65歳以上 × 住民税非課税世帯
医師が補聴器の必要性を認める方（要医師

証明書、領収書）
1人一回、上限３５０００円上限

高齢者補聴器購入費助成 満70歳以上 × 住民税非課税世帯
耳鼻咽喉科医師が補聴器の必要性を認める

方

1人一回、上限2万円　故障・紛

失、メンテナンスは対象外

高齢者補聴器購入費用助成 65歳以上 × あり

耳鼻咽喉科医師が補聴器の必要性を認める

方　本人の前年所得が267万2千円（扶養０

）、315万２千円（扶養１）一人増毎３８

万円加算

35000円上限。未満額の場合は

購入金額

高齢者補聴器購入費助成 満65歳以上 × 住民税非課税世帯
耳鼻咽喉科医師が補聴器の必要性を認める

方

1人一回、上限2万円　故障・紛

失、メンテナンスは対象外

軽度・中等度難聴時児補聴

器購入費助成（実施主体は

市町村）

18歳未満 × 世帯の市町村民税所得割額46万円以

上は対象外。

両耳聴力30ｄｂ以上70ｄｂ未満で、身

障手帳の対象とならないこと。ただし

医師が認めた場合30db未満も対象。医

師が言語習得上期待できると判断した

各市町村より基準価格の範囲内

で購入価格の２/3を助成

軽度・中等度難聴時児補聴

器購入費助成
あり

両耳聴力30ｄｂ以上70ｄｂ未満で、身

障手帳の対象とならないこと。ただし

医師が認めた場合30db未満も対象。医

師が言語習得上期待できると判断した

難聴の程度により定められた基

準額の範囲内で購入費用の2/3

2014年よりFM受信機・ﾏ

ｲｸ、ｵｰﾃﾞｨｵｼｭｰも単独助

成

補聴器の購入費助成 65歳以上 × 医師の証明書、領収書 35000円を上限に1回だけ助成

高齢者補聴器購入費用助成 65歳以上 × 住民税非課税世帯（世帯分離し

ていても×）

購入後1年以内申請で有効。医師の証

明書、領収書。転入者で課税状況が確

認できない場合は確認できる書類
上限2万円

集音器、助聴器は対象

外

高齢者補聴器購入費助成　

　2021年9月受付中止中
65歳以上 医師の証明書、領収書 上限２万円

軽・中等度難聴児の補聴器

購入費用の一部助成
満18歳未満 ×

世帯の市町村民税所得割額46万円以

上は対象外。他の法令に基づき補聴

器助成を受けている者は除外

両耳の聴力レベルが70ｄｂ未満の方又は片

耳の聴力レベルが70ｄｂ以上の者で身障手

帳交付非対象の者。医師が言語習得上効果

期待できると判断した者。要医師意見書

補聴器の種類により基準額を合

計した額から負担上限月額をひ

いた額

高齢者補聴器購入費用助成 65歳以上 ×
市民税非課税世帯に属す

る
医師の証明書 上限２万円 集音器は対象外

神奈川県
軽度・中等度難聴児補聴器

購入補助
18歳未満

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉県

千葉県千葉市

・東京都中央区

・東京都墨田区

・千葉県船橋市

・千葉県印西市

・埼玉県朝霞市

・神奈川県

・千葉県浦安市

・東京都江東区

・東京都江戸川区

・東京都葛飾区

・東京都大田区



都道府県 事業名 対象者
障害者手帳

所持者
所得制限 申請要件 補助内容 備考自治体名

山梨県 全難聴調査による

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等の助成
18歳未満 ×

対象児童の属する世帯内に市町

村民税の所得割額が46万円以上

の方がいる場合は対象外

聴力レベルが身体障害者手帳の

交付対象外であることの医師意

見書、見積書

購入は別表（補聴器助成基準）に定める基

準額または補聴器の購入に要する費用のい

ずれか低い額の3分の2を助成。修理は助成

を受けて購入した補聴器を対象に同一年度

内に2回を限度、補装具費支給制度に基づ

く基準額または実際に修理に要した費用の

いずれか低い額の3分の2を助成

全難聴調査による

全難聴調査による

全難聴調査による

65歳 × 領収書添付、同一対象者に5年に1回限

り、予算終了とともに受付終了
購入費の2分の１以内で30,000円上限

18歳以上 なし

聴覚障害による身障手帳を所持してい

ない者で、補聴器を必要とする者。身

障手帳所持者で補聴器を補助具として

購入した者。要医師意見書、領収書。

助成額は補聴器購入費として上限5
0000円。同一年度中一人1回限り。

7/1/2021

高齢者補聴器購入費助成 満75歳以上 × 高齢者が属する全世帯員が市町村民

税非課税、村納付金に未納がない

両耳聴力40ｄｂ以上70ｄｂ未満または

片耳40ｄｂ以上90ｄｂ未満、耳鼻科医

師による証明書。
購入費用の額として上限20000円集音器、助聴器対象外

軽度・中等度難聴児補聴器

購入補助
18歳未満 × 両耳聴力30ｄｂ以上で、身障手帳の対

象とならないこと。
2/3補助（限度額あり）

高齢者補聴器購入助成 65歳以上 ×

両耳の聴力が50ｄｂ以上70ｄｂ未

満、障害者総合支援法による補聴

器の支給対象にならない方、医師

の証明、領収書

購入費用の2分の1以内として上

限30000円

高齢者保健福祉用具（補聴

器）給付
65歳以上 × 本人住民税非課税

両耳の聴力が30ｄｂ以上。（70ｄ
ｂ未満以上の場合は障がい者助成

）。医師の証明、販売見積書

購入費用の1/2以内で上限30000
円

補聴器購入費助成 70歳以上 × 世帯の市民税所得割額46万円以上は

非対象

両耳の聴力30ｄｂ以上の身障手帳交付

非対象者。医師の証明。他の助成受け

ていない。市税等非滞納者。過去の非

助成者

購入費用の1/2以内で上限30000
円

岐阜県 全難聴調査による

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費助成
18歳未満 × 世帯の市民税所得割額46万円以上は

非対象

聴力レベルが原則として30デシベル以

上で、かつ、身体障害者手帳の対象と

ならない方　補聴器の装用が必要と医

師に診断された方

基準額の範囲内で購入費の10分の9を
助成（2019年度より）　（生活保護法

による被保護世帯等、又は市民税非課

税世帯に属する世帯の方は、基準額の

全額を助成）

平成18年厚生労働省告示第

528号に定められた額に1．
048の加算を乗じた額を基

準額とする　耐用年5年

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等助成
18歳未満難聴児× 世帯の市民税所得割額46万円以上は

非対象

両耳の聴力が30ｄｂ以上で身体障

害者手帳対象外者。医師の証明。

他の購入費助成を受けていない。

見積額又は基準額のいずれか低

い額も3分の２（1000円未満切

り捨て）

難聴児補聴器購入費の助成 18歳未満 × あり

身体障害者手帳の対象ではない（

両耳の聴力レベルが70デシベル未

満）で、補聴器の装用が医師に判

断されている方

障害者総合支援法に定められた補装具

費（補聴器）の基準額内とし、原則1
割の利用者負担世帯の所得の状況に応

じて、利用者負担に上限設定あり

・長野県木曽町

山梨県

静岡県

静岡県

伊那市

千曲市

安曇野市

上田市
長野県

・愛知県北名古屋市

・長野県南牧村

・長野県南箕輪村

・静岡県長泉町

・静岡県焼津市

・静岡県磐田市

名古屋市

愛知県
一宮市



都道府県 事業名 対象者
障害者手帳

所持者
所得制限 申請要件 補助内容 備考自治体名

難聴高齢者補聴器購入費等助成満65歳以上の者× 医師の意見書得た者

補聴器の購入と修理と調整費の

一部助成。購入：片耳上限5000
0円修理、調整：上限10000円

難聴高齢者補聴器購入費等助成65歳以上以上 × 住民税非課税
事前申請。両耳の聴力30～69ｄ
ｂ

補聴器購入費の半額補助。（上

限20000円）

軽度・中等度難聴児の補聴

器購入費の助成
18歳未満 × 詳細不明

事前申請。両耳の聴力30以上で

、身障手帳の交付非対象者。要

医師判断証明書

補聴器の購入と修理と調整費の

一部助成。

奈良県
軽度・中等度難聴児の補聴

器購入費の助成
18歳未満 × 世帯の市民税所得割額46万円以上は

非対象

両耳聴力30ｄｂ以上70ｄｂ未満で、身

障手帳の対象とならないこと。ただし

医師が認めた場合30db未満も対象。医

師が言語習得上期待できると判断した

補助基準額の3分の2（1，000円未満切

り捨て）基準額耳穴式145220円～耳掛

け式36252円等の詳細な基準額示す

和歌山県 全難聴調査による

滋賀県

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等助成（実施主体市

町）

18歳未満 × 世帯の市民税所得割額46万円以上は

非対象

原則として、両耳の聴力レベルが30デシベ

ル以上70デシベル未満で、障害者総合支援

法の補装具費支給の対象とならない児童。

（ただし、指定医師が装用の必要を認めた

場合は、30デシベル未満についても対象と

補助率：市町負担額の１／２ 
（市町の助成額は、基準額の 
２/３。市町村民税非課税世帯お 
よび生活保護世帯に属するもの 

修理費用も可

京都府 難聴児補聴器助成 18歳未満 × 世帯の市民税所得割額46万円以上は

非対象

1個あたり40000円教育上の理由等により両

耳分が必要な場合は，2個まで助成。※　

助成を受けて5年以内は，再度助成を受け

ることができない。※　修理や電池交換は

助成の対象とならない。

全難聴調査による 2013年6月実施

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等助成
18歳未満

世帯の市民税の所得割額の合計額（

寄付金税額控除や住宅借入金等特別

税額控除を受けている場合は、当該

控除額を所得割の額に加算した額）

が23.5万円未満の方

両耳とも聴力が、30dB以上70dB未満の方（

ただし、医師が補聴器の装用を必要と認め

るときは、片方又は両方の耳の聴力レベル

が30デシベル未満についても対象となる場

合

6000円～10万円（イヤーモール

ド～骨伝導耳掛け式）
2013年6月実施

高齢者補聴器購入費助成 65歳以上 ×

耳鼻科医師の証明（医師意見書）を受

けた人（中等度難聴程度）。他の助成

受けていない。市税等非滞納者。過去

の非助成者

1人一回限り、上限2万円　故障

・修理、メンテナンスは対象外

。申請前購入は対象外。

集音期器は対象外

香川県 全難聴調査による

徳島県 全難聴調査による

愛媛県

軽度・中等度難聴児に対す

る補聴器購入費の助成（実

施主体市町村）

18歳未満 ×
対象児又は対象児の属する世帯の他

の世帯員の市町村民税所得割の額が

46万円以上でないこと。

両耳の聴力が30ｄｂ以上であること　

ただし、聴覚障がいに関し、身体障害

者福祉法に基づき指定医師が補聴器を

必要と認め市町が決定した場合も可

基準額の２／３（市町１／３、

県１／３）　自己負担は１．１

万～２．２万円程度（機種によ

る）
高知県 全難聴調査による

広島県
軽度・中等度難聴児補聴器

購入費助成
１８歳未満 ×

対象児又は対象児の世帯の世帯員の

うち，市町村民税所得割額の最多納

税者の納税額が４６万円以上の場合

両耳の聴力レベルが３０デシベル以上

であること　聴覚障害による身体障害

者手帳の交付対象者でないこと

購入費と基準額と比較して少な

い方の額の３分の２。県・市町

・本人は各々１／３負担（基準

表別途）

岡山県
難聴児補聴器交付（実施主

体市町村）
18歳未満 ×

本人又は世帯員のうち、市町村

民税所得割の最多納税者の納税

額が４６万円以上の場合は交付

対象外

新規及び更新の補聴器購入費の３分の２　

※市町村への補助（補助率１／２）とし、

県・市町村・本人は各々１／３負担する（

耐用年数5年）

島根県
軽度・中等度難聴児補聴器

購入助成事業
18 歳未満 ×

対象児又は属する世帯の他の世帯員

の市町村民税所得割の最多市町村民

税所得 割課税者の課税額が 46 
万円以上の場合は対象外

両耳の聴力レベルの平均が 30dB 以上 
70dB 
未満で、身体障害者手帳の交付の対 
象とならないこと。

県の補助額は、補聴器購入費等として市町

村が認める額と補助基準額（別途）とを比

較して少な 
い方の額に３分の２を乗じた額と、市町村

が助成した額を比較して少ない方の額から

全難聴調査による

全難聴調査による

神戸市

兵庫県

兵庫県

広島県

香川県

徳島県

・愛知県設楽町

・愛知県犬山市

・愛知県稲沢市

・兵庫県明石市

福岡市

愛媛県

高知県

福岡県

岡山県

島根県

奈良県

滋賀県

京都府

和歌山県



都道府県 事業名 対象者
障害者手帳

所持者
所得制限 申請要件 補助内容 備考自治体名

軽度・中等度難聴児補聴器

購入費助成
18歳未満 × 世帯所得が一定額以上は対象外

両耳の聴力30以上で、身障手帳の交付非対

象者。医師が装着により言語習得に一定効

果があると判断ｄした場合はこの限りでは

ない

助成対経費と市が定める基準額

を比較し、いずれか低い額の3
分の2を助成

軽度難聴者補聴器購入助成 とくになし × 市民全非課税世帯、均等割りのみの

市民税課税世帯または生保世帯

事前申請。両耳の聴力レベル50ｄｂ以上70ｄｂ
未満、又は片耳のレベル50ｄｂで他耳が90ｄｂ
未満であること。耳鼻咽喉科治療により改善見
込めない人。

助成対経費と市が定める基準額

を比較し、いずれか低い額の2
分の1を助成

耐用年数期間中におけ

る買替は対象外

長崎県 全難聴調査による

宮崎健 全難聴調査による

全難聴調査による

全難聴調査による

鹿児島県 全難聴調査による

沖縄県
加齢性難聴者に対する補聴

器購入費用の助成
65歳以上 × 市民税非課税

事前申請。耳鼻咽喉科医師から補聴器

が必要との意見書。他の制度で補助受

けられない方。

補聴器1台の購入費として一人2
5000円を上限。一人一回のみ（

上限25名の先着順）

2021.10　諏訪地方社保協調べ

出典　中央社保協、全難聴ホームページより作成

・沖縄県那覇市

鹿児島県

福岡県

長崎県

熊本県

熊本市
熊本県

宮崎県

・福岡県田川市
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